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請願第１０号 

 

                          令和７年６月２日受理 

                          （総務企画常任委員会） 

 

 

日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准することを求める意見書の 

提出を求める請願 

 

 

請 願 者 我孫子市布佐１－１５－９ 

     加 藤 年 史 

 

紹介議員 船 橋   優 

坂 巻 宗 男 

     内 田 美恵子 

     岩 井   康 
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件  名 日本政府に核兵器禁止条約に署名・批准することを求める意見書の提出

を求める請願 

 

要  旨  

 ２０１７年７月７日、国連で「核兵器禁止条約」が国連加盟国の３分の２にあた

る１３９カ国が賛成して可決されました。その後、５１カ国が「核兵器禁止条約」

に署名・批准したことによって、２０２１年１月２２日に発効することが出来まし

た。現在、９３カ国が署名し７０カ国が批准しています。 

 よって、日本政府は世界で唯一の被爆国として一刻も早く「核兵器禁止条約」に

署名・批准することが世界中から求められています。 

 そのため、国に核兵器禁止条約に署名・批准することを求める意見書を提出して

ください。 

 

理  由 

 今、日本政府に求められているのは、第９回ＮＰＴ再検討会議において「いかな

る状況下でも核兵器が決して二度と使われないようにすることが人類の生存のため

になる」として、１５９カ国の共同声明に日本政府も名を連ねました。「共同声明」

が、核兵器が使用されないことを保証するうえで唯一の道は、その全面廃絶と訴え

ていることの意味は非常に大きいです。自ら賛同した共同声明の内容を実現するた

めに尽力するのは、被爆国として当然の責務であると考えるからです。 

 また、国際紛争の解決手段としての武力行使と威嚇を日本国憲法で放棄している

日本が、核兵器全面禁止のための行動をすることは、朝鮮半島の非核化と日本と東

アジアの平和と安全を促進すると同時に、核兵器禁止条約に署名・批准することは、

核保有国への核の廃絶を促すうえで大きな影響を与えるため、極めて重要であると

考えるからです。 

 原爆の悲惨さについて、被爆者サーロー節子さんは、１３歳の時に広島で被爆さ

れ、４歳の甥がやけどで「黒い肉塊」となり、小さな声で「お水をちょうだい」と

言い続け、苦しみながら亡くなったことが忘れられないと言っています。 

 日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の木戸季市事務局長さんは、原爆が投下

された日を思い出し、街が真っ黒になり死体がごろごろあったことがよみがえった

と言っていました。 

 このような原爆の悲惨さについて、２０２４年にノーベル平和賞を受賞した日本

被団協の方々が、国内ばかりでなく国外にもでかけ講演して回り、原爆の悲惨さと

核兵器廃絶を訴えたことにより、世界的にその声が広まってきました。 

 このことを受け、広島（１４万人）・長崎（７万人）で被爆を受けて亡くなられ
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た人々や、今なお被爆によって受けた病気を抱えながら生活している方々の心情に

報いるためにも、日本政府は一刻も早く「核兵器禁止条約」に署名・批准すること

を切に望むものです。 

 

地方自治法第１２４条の規定により、上記のとおり請願いたします。 

 

 我孫子市議会議長 様 

 


